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◆ 改憲手続き法案の衆議院強行採決に抗議し、参議院での廃案をめざす声明

2007年4月13日　
憲法改悪反対共同センター

与党の改憲手続き法案の衆議院強行採決に対して、あまりにも横暴な暴挙として糾弾する。

法案は、公務員・教員の運動規制、憲法をカネでねじ曲る有料意見広告を可能とする、有効投票の過半数というもっとも少ない賛成での成立など、国民主権を踏みにじる重大な問題を有している。改憲勢力が、改憲案を通しやすくするために、国民の手足を縛り、国民の意識操るものとなっている。

国民投票制度は、国民主権の発揮のルールを定めるものであり、国民の充分な意見反映が前提であるはずである。しかしこの点でも、慎重審議を求める世論を無視して、法案の問題点が知られないうちにと与党単独で採決を強行したことは、憲法の定める国民主権と立憲主義を乱暴に踏みにじるものである。

この間の「読売」やNHKの世論調査は、国民は改憲も改憲手続き法案の今国会での成立も求めていないことを示している。

与党の暴挙は、主権者たる国民に対する真っ向からの挑戦である。

与党は、5月中旬の参議院での成立を策している。しかし、慎重審議を求める声は、国民の圧倒的世論であり、与党推薦を含めた公述人の公聴会での多数の意見であり、続々と出されてきているマスコミの社説、弁護士会や法学者の意見でもある。衆議院憲法調査特別委での審議時間は過去の重要法案の半分で修正案の審議時間がわずか6時間に過ぎない。与党は、慎重審議を求める声に包囲された中で強行採決を行ったが、国民との大きな矛盾を抱えている。

国民に、改憲のねらいと法案の問題点を早く大規模に伝え、圧倒的世論で包囲することができれば、選挙が控える参議院での廃案は可能である。

憲法改悪反対共同センターは、廃案をめざし全力を尽くして以下の取り組みを進められることを全国に呼びかけるものです。
◆ 参議院での廃案をめざすための行動提起
1、 地方・地域を主戦場として、集会デモ、宣伝など様々な取り組みを推進しましょう。学習を進めつつ、取り組みの発展をめざしましょう。

2、 参議院選挙の大争点として、大規模宣伝を全力で展開しましょう。

· 「9の日」宣伝をはじめ全県一斉宣伝や毎週の街頭宣伝、地域でのハンドマイク宣伝など全地域での宣伝を強化しましょう。宣伝テープを活用しすべての宣伝カーの連日など可能な限りの運行をめざしましょう。

· 4月25日～27日、5月9日～11日を全国一斉宣伝集中期間とし多様な宣伝を展開し、宣伝カーの全台運行をめざしましょう。

3、 政党・参議院憲法調査特別委員へのFAX・メール・ハガキを4月～5月中旬にかけて集中しましょう。地元選出議員への要請を重視しましょう。マスコミ各社への要請も強めましょう。

4、 改憲手続き法案反対の署名は、5月18日（金）を期限に推進しましょう。

5、 定例国会行動（４/25、5/9、5/23、6/6）に全体として結集を強めるとともに、憲法特委への傍聴・監視を強めましょう。

6、 憲法施行60周年を祝い、改憲と改憲手続き法案とのたたかいの決起の場として、全国で憲法集会を成功させましょう。
◆ 京都　採決強行に抗議のデモ
　京都共同センターと京都総評がよびかけた緊急行動は１２日午後６時から京都市役所前で始まりました。街頭演説で京都総評岩橋議長は、「満身の怒りをこめて抗議する。廃案にむけてとりくみを強化しよう」とよびかけました。また、京都自治労連・佐竹書記長、京教組・梶川書記長、自由法曹団・福山事務局長、新婦人京都府本部・森下事務局長が、国民投票法案の問題点やとりくみなどについて訴えました。参加者は京都総評・河合事務局長の音頭で「がんばろう」を行った後、四条河原町までデモをおこない、自公による異常な採決強行に抗議し、市民に国民投票法案を廃案にしようとアピールしました。

　また、京都ＭＩＣも四条河原町で採決強行に抗議し、廃案を求める宣伝と京都市役所前までデモを行いました。

◆ 大阪　「９の日行動」　京橋で４０人が宣伝

　　　　　天王寺では高齢の仏教者がマイクを　

大阪共同センターの４月の「９の日行動」は、現在集約中です。選挙直後とあって日程をずらした行政区もありますが、９日におこなった近鉄八尾駅では、当選を果たしたばかりの共産党小松府議のマイクに、当選を喜ぶ市民が祝福にかけよるなど、あたたい雰囲気で宣伝。野崎駅では、横断幕・９条ハットなど人目を引く工夫もこらしながら、独自の「五角形ビラ」を配布。天王寺駅での天王寺９条の会宣伝では、高齢の月江寺住職の藤田高淳さん自らマイクを持って訴えられました。

全府的団体は、１０日夕刻、京橋駅で４０人が宣伝し、山下よしき副幹事長などがつぎつぎ訴え、１０００枚のビラ配布、８０署名という元気のでる行動になりました。
◆ 「議論足りない」６割／国民投票法案
沖縄県労連など街頭で調査　承認規定認知１割
　憲法改定手続きを定める国民投票法案が衆院特別委員会で採決されるのを前に、県労連などでつくる県憲法改悪反対共同センターは１１日、県庁前で緊急街頭アンケートを実施した。回答した１０４人のうち６３人（６１％）が国会や国民の議論は「尽くされていない」と答えた。「尽くされた」は４人（４％）にとどまった。 
　アンケートは夕方の一時間に実施。同法案が審議されていることは「知っている」が７２人（６９％）、「知らない」が３２人（３１％）で、一定の関心が示された。 
　国民の承認を、有権者数ではなく有効投票数の過半数で得る規定について正確に知っていた人は１４人（１３％）。３３人（３２％）が有権者数の過半数だと考えていた。 
　自由法曹団沖縄支部の仲山忠克事務局長は「与党は国民に重大な問題を含む法案の内容を知らせないまま、強行採決しようとしている。過半数の規定などは国民の意思に反する」と批判した。(12日12時0分　沖縄タイムス)









